
 

児童の通学中における交通安全の確保に関する施策の推進に関する法律案概要 

 

 ①内閣総理大臣に提出 

児童通学交通安全区域 小学校（特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。）の周辺の区域のうち、市町村が、

児童の通学中における交通安全の確保のため、その全域にわたって時速 30km以下とすることを基本とする車

両の最高速度の指定を行い、かつ、その全部又は一部の道路について車両の通行の禁止又は制限を行うこと

が特に必要な区域として市町村児童通学交通安全計画において定める区域                  

児童 小学校に在学する者  道路 道路交通法の道路（農道等は含まれ、高速道路等は除かれる。） 

定 義 

通学中の児童が巻き込まれる交通事故の発生を防止するとともに、児童が安全に通学することができる交通環

境を整備するため、児童の通学中における交通安全の確保に関し、基本指針、市町村児童通学交通安全計画、

児童通学交通安全協議会、児童通学交通安全交付金等について定めることにより、児童通学交通安全区域にお

ける交通規制、児童が通学のために通行する道路の整備その他の児童通学交通安全確保対策を推進する 

目 的 

制度の仕組み 

基本指針 

児童の通学をめぐる現状認識、目標、各施策の意義、国・地方公共団体・道路の管理者等の役割 など 

基本方針 

・児童通学交通安全確保対策の基本的な考え方 

・市町村が区域内の児童通学交通安全協議会から提出された案を取りまとめる際の考え方 

・児童通学交通安全協議会が案を作成する際に配慮すべき事項 など 

児童通学交通安全協議会(小学校ごと) 
市町村、小学校、道路の管理者、都道府県公安委員会、保護者・地域住民等 

各学校に係る事項について、案を提出。 

市町村児童通学交通安全計画 

【ソフト面】児童通学交通安全区域の設定（位置、具体的な線引き）、交通規制（道路の区間、時間帯、

速度、許可車両の範囲など）、警察官による取締り・交通巡視員等による指導 

【ハード面】整備対象（道路の区間・位置など）、整備内容（歩道、歩行者自転車用柵、横断歩道橋、ハ

ンプ、狭さく部、信号機及び道路標識の設置など） 

【その他】障害物の除去、計画期間 

市 
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 児童通学交通安全交付金事業計画 

・計画期間に実施しようとする事業を明記 

・事実上の「箇所付け」を行うこととなる。 

②市町村ごとの交付限度額、省

庁・事業ごとの配分決定 

国 

啓発活動及び研究開発の推進等 

 

その他の施策 

国 

①内閣総理大臣に提出 

③交付金交付 

地
域
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国及び地方公共団体 児童の通学中における交通安全があまねく全国において確保されるよう、それぞれの役割

を踏まえ、児童通学交通安全確保対策を策定・実施する責務を有し、必要な体制の整備を行うものとする 

国民 児童の通学中における交通安全を確保することの重要性について理解を深めるとともに、国又は地方公共

団体が講ずる児童通学交通安全確保対策に協力するよう努めなければならない 

責 務 

市町村・都道府県 


